
自らつくる地域づくり事業交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域を構成する住民の知恵と力を結集し、地域の創

意と工夫により個性ある地域づくりを協働の力で図り、地域の活性

化を推進するための事業に支出した経費に対し、自らつくる地域づ

くり事業交付金（以下「地域づくり交付金」という。）を予算の範

囲内で交付することについて豊丘村補助金等交付規則（平成２年豊

丘村規則第４号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付対象者） 

第２条 地域づくり交付金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。 

  （1）区、自治会及び隣組 

  （2）村内の住民で構成する、５名以上の地域づくり団体等 

 

（交付対象事業） 

第３条 地域づくり交付金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とす

る。 

  （1）地域の安心・安全な暮らしを確保する取り組み 

  （2）若者定住への取り組み 

  （3）美しい地域づくり（道路沿線の植栽や環境美化等）の取り組み 

  （4）地域の資源を活用した産業の創出や、地域における雇用創出の

取り組み 

  （5）高齢者の生き甲斐づくりを兼ねた、地域づくりの取り組み 

  （6）芸術文化の振興及び伝統芸能・伝統文化の継承の取り組み 

   (7) 災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資する取り組み 

  （8）区においての地域の将来計画に掲載された事業 

  （9）その他地域の活性化に資する取り組み 

 ２ 前項に掲げる事業で他の補助金等の交付対象となる事業にあって

は、交付対象事業としない。ただし、地域づくりのための事業で、村

長が特に必要と認める事業については、この限りでない。 

 

（交付対象経費及び交付額） 

第４条 地域づくり交付金の交付の対象となる経費は、特別な場合を除き



人件費・飲食代は控除したものとし、2,500千円を超える場合は

2,500千円を交付対象経費とする。交付額は対象経費の10分の10以

内の額とし、交付限度額はソフト事業においては500千円とし、ハ

ード事業においては2,000千円とする。ただし、前条第１項8号の事

業における経費には使途制限を設けないこととする。 

２ 前項の交付額の決定は、事業内容、事業効果等を総合的に勘案し、

村長が定めるものとする。 

３ 北部総合事務組合が所有する移動式破砕機を活用して里山整備

等に取り組む事業を実施した場合の交付金交付額は、一律20,000

円とする。 

 

（事業の計画） 

第５条 地域づくり事業交付金の交付を受けようとする者は、規則第３条

の規定による申請書の提出に先立ち、事業計画書（様式第１号）を

村長に提出しなければならない。 

 

（事業の採択） 

第６条 前条の規定により提出された事業計画書は、村長の事前審査を経

なければならない。 

 

（交付申請） 

第７条 規則第３条に規定する申請書は、自らつくる地域づくり事業交付

金交付申請書（様式第２号）によるものとし、次に掲げる書類を添

付しなければならない。 

 （1）事業実施に必要となる設計書、設計図又は構想を示した書類 

 （2）事業に係る収支予算書（様式第３号） 

 （3）地域づくり団体等の実施に係るものについては、団体の目的、

構成員等を記した団体調書（様式第４号） 

 

（実績報告） 

第８条 規則第12条の規定する実績報告書は、自らつくる地域づくり事業

交付金実績報告書（様式第５号）によるものとし、次の各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

（1）事業の実施経過を示す写真 

（2）事業に係る収支精算書（様式第６号） 



（3）交付対象経費に対する支払証明書（領収書等） 

 

（交付金の交付） 

第９条 村長は実績報告書の提出を受けたときは、速やかに交付金を交付

するものとする。 

 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。 

 

     附 則（平成18年４月１日訓令第２号） 

 １ この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

     附 則（平成20年５月１日訓令第５号） 

 １ この要綱は、平成20年５月１日から施行する。 

     附 則（平成20年８月11日訓令第９号） 

 １ この要綱は、平成20年９月１日から施行する。 

     附 則（平成21年４月１日訓令第３号） 

 １ 第３条第１項７号の事業は、平成21年度に限る。 

 ２ この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年９月30日訓令第18号） 

 １ この要綱は、平成21年９月30日から施行する。 

附 則（平成22年２月８日訓令第１号） 

 １ この要綱は、平成22年２月８日から施行する。 

附 則（平成22年３月15日訓令第２号） 

 １ この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年７月１日訓令第19号） 

 １ この要綱は、平成24年７月１日から施行する。 

     附 則（平成27年９月25日訓令第33号） 

１ この要綱は、平成27年9月25日から施行する。 

    附 則（平成28年10月１日訓令第36号） 

１ この要綱は、平成28年10月１日から施行する。 


